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弥生保育園分園園舎を活用した民設民営認可保育園の開設について 

 

弥生保育園分園を平成２６年１０月末に廃止し、同分園園舎を活用した民設民営認可保

育園を開設する。 

 

１ 内容 

   弥生保育園分園を平成２６年１０月末に廃止し、新たに同分園園舎を活用した民設

民営認可保育園を開設する。なお、平成２７年４月１日以降は、現在、南台５丁目に

建設中の（仮称）南台五丁目保育園（以下、「新園」という。）に移転する。 

 

２ 弥生保育園分園園舎における開設期間 

平成２６年１１月 1日から平成２７年３月３１日まで 

 

３ 運営事業者 

   名 称  アートチャイルドケア株式会社 

所在地  大阪府大東市 

 

４ 財産の貸付 

   民設民営認可保育園を開設するにあたっては、区が有する弥生保育園分園の敷地を

有償にて貸し付ける。なお、当該賃料については事業内容が公共性の高い保育所運営

であることから、一定の減額措置を講じる。 

   また、新園園舎の用地については、工事期間中の賃料を免除する。 

 

５ 運営支援 

   本事業は、中野区立保育園の児童を継承すること、また、緊急的な対応の必要があ

ることから、保育士の人材確保等に要する経費を補助し、もって安定した保育体制の

確保を図る。 

 

６ 今後の予定  

   平成２６年８～１０月  開設準備 

１１月  開設（弥生町五丁目 分園園舎） 

   平成２７年   ４月  移転（南台五丁目 新園舎） 


